
 

 

令和４年度  山梨地方最低賃金審議会 

第４回 山梨県最低賃金専門部会 

 

と  き：令和４年８月 12 日 

ところ：山梨労働局大会議室 

 

 

次    第 
 

 

１  開  会 

 

２  議  事 

（１）  山梨県最低賃金改正決定審議 

（２） その他 

 

３  閉  会 
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長
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○ ○ ○
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者
側
委
員

○ 一之瀬委員

佐々木委員 ○ ○
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長

平
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長
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労
働
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委
員

長谷川委員

○ ○ ○
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口

第４回　山梨県最低賃金専門部会 配席表 （８/12）
山梨労働局大会議室

今
井
委
員

反
田
委
員

伊
藤
委
員

川島委員

白倉委員 ○ ○

公 益 委 員

小林委員 ○





別紙（案） 

 

令和４年度山梨県最低賃金改正審議 公益委員案 

 

令和４年８月１２日 

 

 

労働者代表委員、使用者代表委員の基本的見解を踏まえ、数次にわたっ

て個別折衝を重ねた結果、下記のとおり公益委員案をとりまとめるに至り

ましたので、ここで提示します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１時間 ８９８円 

 

（引上げ額 ３２円、引上げ率 ３．７０％） 

 

 

  



（案） 

令和４年８月１２日 

 

 

山梨地方最低賃金審議会 

会長  反田 一富   殿 

 

 

山梨地方最低賃金審議会 

山梨県最低賃金専門部会 

部会長  反田 一富 

 

 

山梨県最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

当専門部会は、令和４年７月５日、山梨地方最低賃金審議会において付託された

山梨県最低賃金の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙のとおり

の結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

 

公益代表委員 

伊 藤 一 帆   今 井 幸 一   反 田 一 富 

労働者代表委員 

小 林  賢   佐々木 琢 郎   白 倉 範 人 

使用者代表委員 

一之瀬 滋 輝   川 島 英 一   長谷川正一郎 
 

  



別 紙 

 
山梨県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

１ 適用する地域 

山梨県の区域 

 

２  適用する使用者 

前号の地域内で事業を営む使用者 

 

３  適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者 

 

４  前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 ８９８円 

 

５  この最低賃金において賃金に算入しないもの 

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６  効力発生の日 

法定どおり 
  



 

  山梨県最低賃金改正決定審議経過概要 

区分 回 開催年月日 調 査 審 議 事 項 
 
 
 
 
 
専 

 

門 

 

部 

 
会 
 

１ ４年７月22日 １ 部会長及び部会長代理の選出 

部会長に反田委員、部会長代理に今井委員を選出し

た。 

２ 審議日程について 

３ 最低賃金等の状況について 

４ 労使からの意見聴取結果について 

２ ４年８月５日 １ 山梨県内の賃金等の状況について 

２ 山梨県最低賃金改正決定審議 

労使がそれぞれ基本的見解を発表 

３ ４年８月９日 １ 山梨県最低賃金改正決定審議 

労使がそれぞれ金額を提示し、以後、公益委員の数

次にわたる労使各側との個別折衝を行った。 

４ ４年８月12日 

 

 

１ 山梨県最低賃金改正決定審議 

公益委員の数次にわたる労使各側との個別折衝を行

った。 

２ 結審 

公益委員が提示した（案）について採決を行った。 

その結果、公益案を過半数以上の賛成を得て決議し

た。（使用者側委員全員反対） 

３ 専門部会報告（案）審議及び同報告の決定 

事務局（案）のとおり了承した。 

 
 
【参考】 

区分 回 開催年月日 調 査 審 議 事 項 

本 

審 

１ ４年７月５日 １ 山梨県最低賃金の改正決定に係る諮問について 

２ 山梨県最低賃金専門部会の設置について 

２ ４年８月５日 １ 中央最低賃金審議会における目安について 

２ 賃金実態調査結果等について 

３ 労使からの意見聴取結果について 

 

 


